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命   令   書 

 

       

申 立 人  Ｘ１組合 

      委 員 長 Ａ１ 

       

 

被申立人  Ｙ１会社 

代表取締役 Ｂ１ 

 

上記当事者間の都労委令和４年不第22号事件について、当委員会は、令和７年

３月18日第1861回公益委員会議において、会長公益委員團藤丈士、公益委員太田

治夫、同垣内秀介、同神吉知郁子、同北井久美子、同田村達久、同富永晃一、同

西村美香、同福島かなえ、同森円香、同渡邉敦子の合議により、次のとおり命令

する。 

 

主       文 

 

１ 被申立人Ｙ１会社は、本命令書受領の日から１週間以内に、下記内容の文書

を申立人Ｘ１組合に交付しなければならない。 

 

記 

年  月  日 

Ｘ１組合 

委員長 Ａ１ 殿 

                      Ｙ１会社 

                      代表取締役 Ｂ１ 

 

当社が、①令和３年８月17日に貴組合の組合員Ａ２及び同Ａ３の兼業先に対

して勤務実態の照会を行ったこと、②貴組合から同年10月28日付けで申入れの
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あった団体交渉のうち、組合員Ａ４の社会保険料についての議題に応じなかっ

たことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 

今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 

（注：年月日は文書を交付した日を記載すること。） 

２ 被申立人は、前項を履行したときは、当委員会に速やかに文書で報告しなけ

ればならない。 

３ その余の申立てを棄却する。 

 

  理       由 

 

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨 

１ 事案の概要  

Ａ４（以下「Ａ４」という。）及びＡ５（以下「Ａ５」」という。）は、

いずれも被申立人Ｙ１会社（以下「会社」という。）のパートタイム職員と

して、Ａ４については令和元年６月８日、Ａ５については２年２月に、それ

ぞれ雇用され、会社が運営する通所型介護施設である「Ｂ２施設」（以下「Ｂ

２施設」という。）で業務に従事していた。 

２年10月、会社のＢ１代表取締役（以下「Ｂ１社長」という。）は、訪問

看護施設を新たに開設するとして、Ａ４に対してその開設準備の業務を指示

した。 

３年４月１日、会社は、Ｂ３施設（以下「Ｂ３施設」という。）を開設し、

運営を開始した。そして、会社は、同日付けでＢ３施設の管理者としてＣ１

（以下「Ｃ１管理者」という。）を、また、同施設のパートタイム職員とし

て、Ａ２（以下「Ａ２」という。）及びＡ３（以下「Ａ３」といい、Ａ２、

Ａ３及びＡ５を併せて「Ａ２ら」という。）を雇用するとともに、Ａ５をＢ

２施設からＢ３施設に異動させ、以後、Ａ４と共にＢ３施設にて業務を行わ

せた。 

５月17日、Ｃ１管理者は、会社に対して、５月31日をもって退職する旨の

退職届を提出した。 

５月28日、Ｂ１社長は、Ａ４と面談を行い、Ｃ１管理者が退職したのでＢ
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３施設 には必置の管理者が不在となったため休止すること及びＡ４には

６月末をもって退職してもらうことを告げた。 

５月28日及び同月29日、Ｂ１社長は、Ａ２らに対し、Ｂ３施設は同月末を

もって休止することをメール送信又は面談により伝えた。 

６月５日、Ａ４は、申立人Ｘ１組合（以下「組合」という。）に加入し、組

合は同日付けの「分会結成通知並団体交渉申入書」（以下「６月５日付団交申

入書」という。）を会社に送付し、Ａ４の組合加入を通知するとともに、同人

の解雇撤回等を求めて団体交渉を申し入れた。その後、Ａ２も組合に加入し

た。 

６月25日、組合と会社とは、Ｂ３施設の休止やＡ４の解雇等を議題として、

第１回団体交渉を開催した。席上、会社は、組合に同日付けの回答書（以下

「６月25日付回答書」という。）を交付し、Ａ４が解雇を争うのであれば懲

戒解雇の手続を進める旨を通知した。 

その後、Ａ５及びＡ３が組合に加入し、７月15日、組合と会社とは、第２

回団体交渉を開催した。 

７月23日、会社は、Ａ２らに対し、８月31日をもってＢ３施設を廃止する

こと及び同日付けをもってＡ２らを解雇する旨の通知書を交付し、７月27日、

会社はＢ３施設の事業廃止届を提出した。 

８月４日、第３回団体交渉が開催され（以下、第１回から第３回までの団

体交渉を併せて「本件団体交渉」という。）、会社は、Ｂ３施設の事業を廃

止する理由などを説明した。 

８月17日、会社は、Ａ２及びＡ３のそれぞれの兼業の勤務先に対して、同

人らの勤務実態について照会を行った（以下「本件兼業照会」という。）。 

８月31日、Ｂ３施設の事業は廃止となった（以下「本件事業廃止」という。）。 

10月28日、組合が、会社に第４回団体交渉を申し入れたところ（以下、こ

の団体交渉申入れを「本件団体交渉申入れ」という。）、11月５日、会社は、

組合に対し、団体交渉には応じない旨の回答書（以下「11月５日付回答書」

という。）を送付した。 

 本件は、以下の点が争われた事案である。 

⑴ 会社が、Ａ２をＢ３施設の管理者として任命せず、本件事業廃止をした
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ことは、同人が組合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由

とする不利益取扱い並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。 

⑵ 会社が、６月30日にＡ４を、８月31日にＡ２らをそれぞれ解雇したこと

は、同人らが組合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由と

する不利益取扱い並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。 

⑶ 会社が、８月17日に本件兼業照会を行ったことは、Ａ２及びＡ３が組合

に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱

い並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。 

⑷ 本件団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉及び組合の運営

に対する支配介入に当たるか。 

⑸ 会社が、本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない

団体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入に当たるか。 

⑹ 会社が、６月25日付回答書並びに第１回及び第２回団体交渉において、

Ａ４に対して、解雇を争う場合は懲戒処分の手続を進めるとしたことは、

組合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由とする不利益

取扱い並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。 

２ 請求する救済の内容の要旨  

本件申立て後、組合は請求する救済の内容を追加し（後記第２．７⑶）、本

件結審時における請求する救済の内容は、要旨以下のとおりとなった。 

⑴ Ａ２の解雇を撤回し、原職復帰の上、解雇撤回までの賃金に年３パーセ

ントの利息を付して支払うこと。また、同人をＢ３施設の管理者に任命し、

同施設を再開すること。 

⑵ Ａ４、Ａ３及びＡ５の解雇を撤回し、原職復帰させ、解雇撤回までの賃

金に年３パーセントの利息を付して支払うこと。 

⑶ 本件兼業照会をしたことについて謝罪し、Ａ２及びＡ３に対し、兼務先

で減収となった金員に年３パーセントの利息を付して支払うこと。 

⑷ ６月５日付団交申入書の要求事項に対し、誠実に団体交渉に応じること。 

⑸ 本件団体交渉申入れの要求事項に対し、誠実に団体交渉に応じること。 

⑹ ６月25日付回答書並びに第１回及び第２回団体交渉において、Ａ４に懲

戒解雇の事実が存在すると述べたことに対して、謝罪すること。 
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⑺ 陳謝文の掲示及び手交 

第２ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 申立人組合は、肩書地に事務所を置き、業種を問わず、東京都三多摩地

区を中心とする企業に雇用される労働者で構成される、いわゆる合同労組

であり、本件申立時の組合員数は約200名である。 

⑵ 被申立人会社は、肩書地に本店を置き、通所型介護施設等を運営する株

式会社であり、本件申立時の従業員数は13名である。なお、会社は、通所

型介護施設のＢ２施設と訪問看護施設のＢ３施設を運営していたが、後記

５⑷⑿のとおり、Ｂ３施設の事業は令和３年８月31日に廃止となった。 

２ Ｂ３施設の新規開設 

⑴ 元年６月８日、Ａ４は、会社が運営する通所型介護施設であるＢ２施設

のパートタイム職員として雇用された。なお、Ａ４は准看護師の資格を有

しており、入社時に資格証の写しを会社に提出していた。 

会社が、本件審査手続で提出した雇用契約書には、要旨以下アからウま

での記載があった。なお、Ａ４は、この雇用契約書の写しを会社から交付

されていなかった。 

ア 雇用内容 Ｂ２施設が提供する事業全般 

イ 雇用期間 期間の定めあり（２年１月１日から期間の定めなし） 

ウ 就業場所 本社内及び会社が指定した場所 

⑵ ２年10月30日、Ｂ１社長は、体調を崩して病気休職中であったＡ４と面

談し、融資を受けられるかもしれないので訪問看護施設を新たに開設する

として、全て任せるのでその開設準備の業務を行うよう指示した。 

⑶ 12月26日、Ｂ１社長は、Ａ４に対し、３年４月１日開設を予定するＢ３

施設の「訪問看護工程表」と題する書面を送付した。それを受けてＡ４は、

３年１月からＢ３施設の開設に向けて、必要な申請書類等の作成、人員募

集、物品購入、コピー機のリース、営業車両の購入等の業務を行った。３

月頃、Ｂ１社長は、「僕は訪問看護のことは分からないのでお任せします。」

と述べて、Ａ４に開設準備金として1000万円が入金された通帳を預けた。

そして、Ｂ３施設は、所管行政庁である東京都に指定申請し、訪問看護施
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設として指定された。その後、４月１日からＡ４は休職から復帰し、Ｂ３

施設に勤務した。 

⑷ ４月１日、Ｃ１管理者が、知人であるＡ４の紹介でＢ３施設の管理者と

して会社に入社した。その際、Ｃ１管理者は、兼職しているので週２日は

出勤できない旨をＡ４に伝えていたが、そのことは、Ｂ１社長には伝わっ

ていなかった。 

同日、Ａ２及びＡ３が、Ｂ３施設の職員としてそれぞれ会社に入社した。

また、同日、Ａ５は、Ｂ２施設でのシフトが入らず勤務時間が少なかった

ことから、Ａ４の提案により、Ｂ２施設からＢ３施設に異動となった。Ａ

５は、２年２月に准看護師のパートタイムとして入社した。雇用契約書に

は、勤務内容として、「Ｂ２施設が提供する事業全般」、「期間の定めはなし」

と記載されていた。 

なお、Ａ２及びＡ３は、非常勤の看護師として会社に入社した（Ａ２は

９月から常勤となる予定）が、両名は会社から雇用契約書を交付されてお

らず、両名の雇用条件等については明らかではない。 

⑸ ４月１日、会社は、訪問看護施設の開設や事業開始に係る諸手続を終え

て、同日、Ｂ３施設の運営を開始した。 

３Ｂ３施設の事業休止と解雇通告  

⑴ ４月末頃、Ｂ１社長は、Ａ４からＢ３施設の人員配置が法令で定める基

準（後記８⑴⑵）を満たしていないかもしれないとの報告を受けた。その

報告を聞いたＢ１社長は、Ａ４に、コロナ禍においては一時的にこの基準

を満たさなくても事業を継続してよいかを確認するよう指示した。これを

受け、Ａ４は、その後知人の同業者に確認し、「問題はない。」とＢ１社長

に回答した。 

なお、Ｂ１社長の上記指示が、所管行政庁である東京都に確認するよう

指示したものであったかについては当事者間に争いがある。 

⑵ ５月10日頃、Ｂ１社長は、給料計算のため、Ｂ３施設の職員の勤怠簿を

確認していたところ、Ｃ１管理者が常勤でないことや、法定の人員基準を

満たしていないことに気付いた。そこで、Ｂ１社長は、コロナ禍において

はこのような状況であっても事業を継続することができるのか、東京都に
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直接確認した。これに対し東京都からは、コロナ禍であっても法定の要件

を厳に遵守してほしい旨の回答があった。 

⑶ ５月17日、Ｃ１管理者は、非常勤で管理者を続けることについて資格剝

奪の危険性を感じたこととＡ４との確執から、Ｂ１社長に同月31日をもっ

て退職する旨の退職届を提出した。Ｂ１社長は、４月末頃、Ａ４からＣ１

管理者の仕事ぶりが良くないことを聞いていたことから、その時は黙って

退職届を受領したが、５月末頃に会社のスタッフから進言されてＣ１管理

者から退職に至る事情を聴取した。その際Ｂ１社長は、Ｃ１管理者から、

Ａ４が定時にほとんど出勤しないこと、管理者が本来作成すべき看護計画

を独断で作成していたこと、業務用の車両を稟議もなく購入し私的に使用

していたこと、看護師の資格がないのに看護師の名称を記載した名刺を所

持していたなど、Ａ４の仕事ぶりや業務の進め方がＢ３施設を私物化して

おり、Ａ４とは一緒に働くことができないと思って退職するに至ったとの

話を聞いた。 

⑷ ５月28日、Ｂ１社長とＡ４とは面談を行い、要旨以下アからウまでのや

り取りが行われた。 

ア Ｂ１社長は、Ａ４に対し、①Ｃ１管理者の退職により、Ｂ３施設に常

置すべき管理者が不在となる、②Ａ４は６月末で退職してもらうが、退

職日までは出勤不要である旨を告げた。 

それに対して、Ａ４が「解雇ってことですか。」と問うと、Ｂ１社長

は「そうです。」と答えた。Ａ４は、Ｂ３施設の管理者になれる人はい

る旨を述べたが、Ｂ１社長は何ら返答しなかった。 

イ Ａ４が解雇通知書の交付を求めると、Ｂ１社長は、その場で上記アの

内容を手書きで記載し、自身の印を押してＡ４に手交した。なお、当該

文書には以下のとおり記載されていた。 

「５月31日をもって訪問看護ステーション（注：Ｂ３施設を指す。）

は休止します。東京都では管理不在
マ マ

は認められないとの事。Ａ４さんは、

６月30日までＹ１会社に在籍し、７月より退職してもらう。これにともな

い、６月１日～６月30日まで出勤しなくても良い。残務整理はＢ１が行

う。2021年５月28日 Ｙ１会社 代表取締役 Ｂ１ 印」 
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ウ なお、Ｂ１社長は、本件審査手続において、Ｂ１社長が介護施設の人

員不足で途方に暮れていた時に、Ａ４が自身の人脈を使って必要な人員

を集めてくれて、そのことには今でも感謝していると陳述している。 

⑸ ５月28日、Ｂ１社長はＡ２と面談した。その際にＢ１社長は、①Ｃ１管

理者が退職したことにより、Ｂ３施設の管理者が不在の状態となった、②

同施設は人員不足状態であるため休止とする、③Ａ２への５月末までの給

与は支払う旨を告げた。 

５月29日、Ａ２は、Ｂ１社長と再び面談し、Ｂ３施設の休止についてや

り取りを行った。その際に、Ｂ１社長は、Ｂ３施設の休止の理由として、

管理者不在及び人員不足を挙げて説明をした。 

⑹ ５月28日及び29日、Ｂ１社長は、Ａ３及びＡ５に対し、要旨以下のメー

ルをそれぞれに送信した。 

６月以降管理者が不在となり運営ができなくなったことが判明した。し

たがって、Ｂ３施設は、５月末日で一旦休止する。６月の勤務が提出され

ているが白紙にしていただきたい。今月勤務した分の賃金は支払う。可能

であれば、直接会って謝罪したい。 

⑺ その後、５月29日、Ａ４及びＡ２らの４名は、Ｂ１社長の元に赴き、Ｂ

３施設の休止について説明を求めた。その際にＢ１社長は、Ｃ１管理者の

退職及び人員補充が困難であることを理由にＢ３施設を休止することを

告げた。 

  ⑻ ５月31日、Ｃ１管理者は会社を退職した。 

４ Ａ４及びＡ２らの組合加入と団体交渉の開催  

  ⑴ ６月５日、Ａ４は組合に加入し、同日、組合は、会社に対し、６月５日

付団交申入書を送付した。この文書で組合は、Ａ４の組合加入及びＡ６分

会の結成を通知するとともに、①Ａ４の解雇の撤回、②Ｂ３施設の再開を

要求事項とする団体交渉を申し入れ、この要求事項について、６月10日ま

でに文書で回答するよう求めた。 

また、同日、Ａ４は、退職に同意しないことを文書で会社に通知した。 

  ⑵ ６月８日、Ａ２は、組合に加入した。 

⑶ ６月25日、第１回団体交渉が開催された。 
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組合からは、Ａ７書記長（以下「Ａ７書記長」という。）、Ａ４、Ａ２外

４名が出席し、そのほかに、その時点では組合員ではなかったが、Ａ５及

びＡ３も同席した。会社からは、Ｂ１社長及び既に退職したＣ１管理者が

出席した。 

組合は、Ａ６分会の組合員は現在２名であると会社に伝えた。 

この日の団体交渉で、概要以下ア及びイのやり取りが行われた。 

ア 冒頭、会社は、６月25日付回答書を組合に交付した。この回答書には

以下 (ア)から (ウ)までの記載があった。 

 (ア) 頭書 

Ａ４には、当初Ｂ１社長から退職勧奨をしている。今回のように労

働者に非違行為・職場規律違反・不正行為が認められる場合でも直ち

に懲戒解雇とすれば労働者の再就職先にも障害をもたらすと思料さ

れたことから、その不利益を回避すべく退職勧奨の方途を選択した。 

 (イ) 解雇撤回の要求について 

解雇は撤回しない。その理由は、以下ａからｄまでのとおりである。 

  ａ 本年４月末時点でＡ４から訪問看護事業所の人員基準（管理者を

含め常勤換算2.5人以上）を下回る状況にある旨の報告があり、同人

に対し東京都に人員基準の適合性について問い合わせるよう指示を

した。Ａ４からは「コロナ禍にあっては人員基準がくずれても問題

ない。」との東京都の回答があったとの報告を受けた。Ｂ１社長が、

再度東京都に確認したところ、「現下の状況であっても人員基準を割

らないよう」、「配置基準割れに関する問合せを受けたことがない。」

との回答であった。以上の事実から、Ａ４が虚偽の報告（会社が挙

げるこの理由を、以下「本件虚偽報告」という。）を行ったことにな

り、これは就業規則（後記８⑷）第30条⑴⑦に違反する。 

 ｂ Ａ４は、対外的に看護資格を有する旨の名刺を配布しているが、

正式には「准看護師」であり、Ａ４の当該行為は資格詐称（会社が

挙げるこの理由を、以下「本件資格詐称」という。）であり、この事

実が明らかになれば会社の信用を失墜させることになり、これは就

業規則第30条⑵⑩に該当する。 
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ｃ Ａ４は、業務車両を業務以外の私的な使途に供しており（会社が

挙げるこの理由を、以下「本件私的使用」という。）、これは私的行

為の禁止を定めた就業規則第30条⑶⑤に該当する。 

ｄ Ａ４には、会社経費の不正支出も散見され（会社が挙げるこの理

由を、以下「本件不正支出」という。）、就業規則第30条⑵②に抵触

する。 

 (ウ) 会社の対応 

Ａ４が今回の退職勧奨に応じず、その解雇を争うのであれば、会社

としては法的に争う用意があり、また、懲戒解雇とすべく、就業規則

にのっとり、懲罰委員会を招集し、告知傾聴の期間を設け、懲戒処分

に向けて手続を進める。 

なお、この時点において、Ｂ３施設には就業規則は制定されておらず、

上記回答書の就業規則は、Ｂ２施設の就業規則（後記８⑷）である。 

イ この日の団体交渉で、概要以下 (ア)から (エ)までのやり取りが行われた。 

 (ア) Ａ４の解雇について 

会社は、６月25日付回答書に基づいてＡ４の解雇理由を説明した。 

ａ 本件虚偽報告について 

組合は、Ｂ１社長はＡ４に東京都に確認せよとの指示はしておら

ず、Ａ４は同業者の知り合いに配置基準について確認し問題ないと

のことだったので、Ｂ１社長にはその旨を回答した、東京都に確認

したとは言っていないから、虚偽報告には該当しないと述べた。 

これに対し、会社は、証拠は残っていないが、Ｂ１社長からＡ４

に「東京都に」確認せよと言って、その後Ａ４に「東京都に確認し

てくれましたか。」と聞いたら、Ａ４は「しましたよ。」との返答で

あったと述べた。 

組合が、本件虚偽報告の事実は存在しないので、解雇理由から撤

回してほしいと要求し、会社は検討すると答えた。 

ｂ 本件資格詐称について 

会社は、保健師助産師看護師法で定める規定（注：同法第42条の

３第３項の規定のこと。「看護師でない者は、看護師又はこれに紛ら
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わしい名称を使用してはならない。」と規定されている。）に違反し

ており、Ｃ１管理者から注意をしたが、その後もＡ４は100枚も名刺

を作成していたと述べた。これに対し組合は、経歴詐称とは異なる

し、利用者に配布した名刺は１枚で、会社の信用を失墜させる行為

には該当しないと述べた。 

ｃ 本件私的使用について 

組合は、具体的な日にちをまとめたものはあるかと会社にただし

た。これに対し会社は、今は持っていないがノートに記載したもの

があると述べ、組合はそれを６月28日までに組合に郵送してほしい

と求め、会社は了承した。 

ｄ 本件不正支出について 

組合は具体的な根拠を求め、会社は本年４月分の支出で不正支出

が疑われる領収書を示して説明した。会社が、Ａ４から居酒屋で医

師の接待をしたとの報告を受けたが、コロナ禍で医療従事者が居酒

屋に来るというのは疑わしい、どこの病院の医師か聞きたいと述べ

たところ、組合は、医師の接待をしたとは言っていない、会議をし

た時の弁当代であると述べ、４月分の領収書については組合の方で

使途を明らかにするので会社においては不正支出と疑われるもの

を６月26日までに全て出すよう求めた。会社は、５月分の領収書を

まだ受領していないので、Ａ４が６月26日にＢ１社長へ提出するこ

ととし、会社は７月６日までにこれを精査して不正支出と疑われる

領収書を提示することとなった。 

 (イ) 事業の休止について 

会社は、今年の４月の時点で人員基準割れとなっていて、営業して

はいけないという指示が東京都からあった、決まっている利用者もい

たがそういう状況の中では一回休止するというのは間違った判断で

はないと思うと述べた。 

組合は、休止する前に管理者を探さなかったのか、Ｃ１管理者が辞

表を出して辞めるまでの約２週間の間に新しい職員を探すことはし

なかったのかと質問すると、会社は探していないと回答した。組合が
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その理由をただすと、会社は時間が掛かるなどと述べた。 

 (ウ) Ｃ１管理者が辞表を提出した理由について 

Ｃ１管理者は、Ａ４からＢ３施設の管理者を打診された時、週３日

しか出勤できないと伝えたが、Ａ４からそれでもいいから来てくれと

言われて入社した旨を述べた。組合が、Ａ４に人事権があったのか、

Ｂ１社長ではないのかとただしたところ、Ｂ１社長は、元々自分はデ

イサービスをやっており、看護師でもないので電話番とか事務処理く

らいしかできないと答えた。 

また、Ｃ１管理者は、Ａ４が法令に反する行為を度々行うので、自

身の管理者としての責任を問われかねない、管理者とは名ばかりでＡ

４が全部取り仕切っていたし、Ａ４の業務の進め方には不信感があっ

たので辞表を提出したと述べた。 

 (エ) 休業補償について 

組合は、Ａ４以外の職員の解雇について質問した。Ｂ１社長は、Ａ

４以外の職員に対して解雇するとは伝えていないと答えた。これに対

し組合は、そうすると会社都合の休業となるから休業補償を支払って

ほしいと述べ、いつからいつまで休業するといった通知文を提出して

ほしいと要求し、会社は了承した。 

⑷ ６月27日、会社は、組合に領収書の写しを送付した。この領収書の写し

は、３年１月から４月までのもので、全部で18件あり、そのほとんどに「御

食事代として」と記載されていた。 

⑸ ６月29日、会社は、所管行政庁である厚生労働省関東厚生局宛てに、Ｂ

３施設の事業休止届を提出した。なお、当該文書には要旨以下アからエま

での事項が記載されていた。 

ア 届出事由 休止 

イ 休止理由 人員確保が困難なため 

ウ 休止年月日 ３年７月31日 

エ 休止の場合の予定期間 ３年12月31日まで（５か月間） 

⑹ ７月15日、第２回団体交渉が開催された。 

組合の出席者は、第１回団体交渉と同様であったが、Ａ５及びＡ３はこ
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の時点までに組合に加入しており、冒頭、組合は、今回の団体交渉はＡ６

分会の組合員全員が出席している旨を会社に伝えた。会社の出席者は、第

１回団体交渉と同様の出席者に加えて、代理人弁護士が１名出席した。 

この日の団体交渉において、概要以下アからカまでのやり取りが行われ

た。 

ア 休業補償について 

 組合は、前回の団体交渉で組合が求めた、会社都合による休業の通知

文が提出されていないので、いつからいつまでの間、休業とするのかに

ついて、通知文を提出してほしいと求めた。 

これに対し会社は、管理者や職員がいないと当然再開はできないし、

資金の問題もあるので、休業がいつまでというのは検討中であると述べ

た。組合は、再開するとなったら１か月前に通知してほしいと求め、さ

らに休業中はＡ２らに対して会社から補償する必要があるとして、６月

については既に提出しているシフト表に基づいて10割の給与を支給し、

７月以降については４月から６月までの３か月分の平均賃金の10割を

支給するよう求めた。会社が特段の反対を述べなかったことから、組合

は、会社都合休業の話がまとまったとして、これを協定化することを提

案し、組合が求めた上記通知文に代えて協定書の案文を組合が作成して

会社に送るので検討するよう求めた。 

イ Ａ４の懲戒解雇について 

会社は、就業規則にのっとって、懲戒委員会を招集し、Ａ４に弁明の

機会を設けた上で、最終処分をすることになると思うと述べた。 

組合は、Ａ４は既に解雇されているという認識でいたが、今の説明だ

と退職勧奨を受けている状況で、懲戒解雇はされておらず、まだ在職し

ているという認識なのかとただした。会社は、Ａ４は解雇されているが、

解雇の場合でも諭旨解雇や懲戒解雇があり、Ａ４の弁明を聴いた上で最

終的に懲戒解雇に当たるのかを判断する旨を述べた。 

組合は、Ａ４は既に解雇されているので、就業規則を遵守する義務は

ない、５月28日の解雇通知は文面上会社都合で事業を継続しないことを

理由とする解雇としか読めない、既にこの通知でＡ４は解雇され、解雇
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理由も記載されているので、この理由について団体交渉で協議していく

のではないかと述べた。さらに組合は、普通解雇をされていて団体交渉

を申し入れたら懲戒解雇にされるというのであればこれは不当労働行

為に当たると述べ、前回の団体交渉で懲戒解雇相当であるということが

会社から主張されたが、それを裏付ける証拠や事実関係が示されなかっ

たと指摘した。会社は、きちんと整理した上で、改めて提示すると述べ

た。 

ウ 本件虚偽報告について 

 会社は、前回団体交渉後、Ａ４が訪問看護事業所の人員基準について

確認したとされた人物にＢ１社長が確認した、その人物は、「Ａ４から

確かに問合せがあったが、何ともいえないので最終的にはしかるべき所

に自分で確認してくださいと念押しした。」とのことだった、会社の認

識としては、「東京都に確認せよ。」との指示をしたのにＡ４は東京都

に確認せず、「確認をした。」との報告をしたのであるから虚偽報告で

あり、この懲戒理由は撤回しない旨を回答した。 

組合は、東京都に確認はしていないが、「東京都に確認した。」とも

言っていないので虚偽報告ではないと述べた。前回同様のやり取りが続

いたことから、会社は整理して文書で７月23日までに提出することとし

た。 

エ 本件資格詐称について 

 組合は、名刺の配布先を質問したが、会社は資格詐称の名刺があるこ

とが根拠であり、損害の発生は要件ではないと述べ、配布先を明示する

必要はないと述べた。組合が、損害が発生したり、会社の信用が失墜し

たりしていないということでよいのかとただすと、会社は今のところそ

ういうことはない旨を回答した。 

会社は、Ａ４が利用者を訪問して名刺を配布するときＣ１管理者も同

行していたと述べ、Ｃ１管理者はその際にＡ４に注意したと述べた。 

オ 本件私的使用について 

 組合は、１月29日に、Ｂ１社長がＡ４に対し「Ａ４の車はくたびれて

いるから社用車を使っていい。」と言ったと述べたが、Ｂ１社長は記憶
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にないと述べた。 

組合は、本件私的使用については、前回の団体交渉で根拠資料を会社

から郵送することになっていたが、それが提出されていないことに抗議

した。会社は、７月23日までに提出すると述べた。 

カ 本件不正支出について 

組合は、前回の団体交渉の後、Ａ４が５月分の領収書を会社に送った

のに会社からそれについて回答がないことに抗議した。会社は、あれだ

け毎月あった飲食に関する領収書が、５月分には１枚もなかったので明

らかにおかしい、会議をやったのなら議事録があるはずだから提出して

ほしいと述べた。これに対し組合は、会社が懲戒解雇だと主張している

のだから会社が立証してほしいと述べた。 

本件不正支出については、会社が整理した上で個別に組合に反論する

こととなり、会社は、７月23日までに提示することとした。 

５ 本件事業廃止  

⑴ ７月21日、組合は、会社に「休業に関する協定書」と題する文書（以下

「協定書案」という。）を送付し、前回の団体交渉で合意した内容を案と

してまとめたので文言を確認してほしいと求めた。 

この協定書案の内容は、要旨以下ア及びイのとおりである。 

ア 会社は、Ａ２らに６月１日から会社都合休業を命じたことを確認し、

事業再開の目途が立ち次第、原則として再開の１か月ないし２か月前ま

でに休業の終了を組合に通知する。 

イ Ａ２らに、休業補償を行う。補償金額は、６月については既に作成さ

れている勤務シフトに従い、その10割を支払う。７月以降は、４月分か

ら６月分までの平均賃金額を支払う。 

なお、上記イの補償金額は、Ａ２らそれぞれについて、組合が算定した

具体的な金額が記載されていた。 

⑵ ７月23日、会社は、組合に対し、同日付けの「主張書面」と題する文書

（以下「７月23日付書面」という。）を送付するとともに、本件不正支出が

疑われる領収書及び本件資格詐称に係るＡ４の名刺の写し（「看護師 代

表責任者 Ａ４」と記載されている。）を送付した。７月23日付書面には、
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要旨以下ア及びイの記載があった。 

ア 組合の要求項目について 

組合は、Ａ４の解雇撤回及びＢ３施設の再開を求めているが、３年４

月末時点で、既に人員基準を充足していない旨の報告をＡ４から受けて

いる。人員基準を充足していない以上、そのままの状態で事業運営を継

続することは法令違反となるため、当面、Ｂ３施設の事業を休止するこ

ととし、休止に伴う「整理解雇」通知をＡ４に手交している。 

また、管理者が、５月末をもって不在となっており、会社は、有用な

人材を確保すべく、これまで力を尽くしたが、必要な人材を確保する見

込みが立たないことから、Ｂ３施設を８月末日をもって完全閉鎖すると

の結論に至った。 

したがって、組合の要求事項である「Ｂ３施設の再開」は会社として

受け入れることはできない。また、会社の事業部門の一部廃止に伴う整

理解雇としてのＡ４に対する「解雇」についても、これを撤回すること

はできない。 

イ Ａ４の懲戒事由について 

第１回団体交渉において、会社がＡ４に対する懲戒事由について言及

した際、解雇となっている者に対しての懲戒処分はあり得ないとの発言

が組合からあった。仮に、既に通知を発している「整理解雇」が無効と

なった場合、Ａ４は遡及的に会社の地位を回復することとなる。そこで

は、改めて、Ａ４に会社就業規則に定める懲戒事由の存否が問題となり、

就業規則に定める手続にのっとり、処分が下されることとなる。 

会社が、言及したＡ４の懲戒事由は、以下の４点である。 

 (ア) 本件虚偽報告について 

Ｂ１社長がＡ４に発した業務命令は、所管行政庁である東京都に対

して、現下の状況の中で、一時的に人員基準を充足しない場合でも許

容されるか否かに関して確認を取るように、との内容であった。 

これに対するＡ４の報告は、「確認しました。」という確答であった。

実際のところは、所管行政庁である東京都に対してではなく、他の事

業者に対し問い合わせたにすぎず、明らかに、虚偽の業務報告を行っ
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たものである。問合せの対象事項は、人員基準の適用に関するもので、

事業継続にとって極めて重要な事項である。 

Ａ４は、「確認しました。」と報告したが、「東京都に」とは言ってい

ないなどと弁明している。文脈上、「確認した。」というのであれば、

「所管行政庁である東京都に確認した。」と受け止めるのであり、Ａ４

の釈明は、詭弁以外の何物でもない。 

 (イ) 本件資格詐称について 

訪問看護事業の展開のために使用する名刺に、Ａ４が看護師資格を

有しないにもかかわらず、有資格者であるかのような表記をなし、営

業活動の中で部外者にこの名刺を使用していた。これに関して、組合

は実害が発生していない、あるいは、管理者がその事実を認知してい

るのであれば、「監督責任」の問題であるなどと主張している。 

しかし、個人の非違行為は、それ自体論定されるべきであり、監督

責任の問題は別個の事柄である。また、資格を詐称した形での営業活

動は、会社の信用失墜にもつながる危険性を包含した違法行為であり、

実害の発生を問題にするのは論外である。 

 (ウ) 本件私的使用について 

Ａ４は、通勤の際に社用車を使用しているが、社用車は業務に供さ

れるべき車両であり、適正か不適正かは論をまたない。 

 (エ) 本件不正支出について 

会社が把握しているものは数種にわたるが、一事例として、タクシ

ー料金の不正支出が挙げられる。利用日は、業務としては休業日に当

たり、また、金額からして、業務に供されたものとは認め難い。 

⑶ ７月23日、会社は、Ａ２らに対し、Ｂ３施設の閉鎖とＡ２らに解雇を告

げる旨の通知書をそれぞれ送付した。なお、この通知書の内容はいずれも

同一であり、その内容は要旨以下アからウまでのとおりである。 

ア 会社は、介護保険事業の一環としてＢ３施設を運営してきたが、３年

４月末時点で、同施設の管理者を含めた人員基準を充足することができ

なくなったため同施設を休止するに至った。 

イ その後、会社は、Ｂ３施設の運営再開に向けて鋭意検討してきたもの
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の、管理者を含めた必要人員を確保することも見込めずに所定の事業所

運営基準を満たすことができない状況にあることから、やむなく、Ｂ３

施設を３年８月31日にて完全閉鎖することとした。 

ウ ３年８月31日をもって労働契約を解約する。 

⑷ ７月27日、会社は、厚生労働省関東厚生局宛てに、Ｂ３施設の事業廃止

届を提出した。なお、当該文書には要旨以下アからウまでの事項が記載さ

れていた。 

ア 届出事由 廃止 

イ 廃止理由 人員確保が困難なため 

ウ 廃止年月日 ３年８月31日 

⑸ ７月28日、組合は、会社に対し、「抗議並びに回答要求申入書」と題す

る文書を送付した。この文書で組合は、会社がＡ２らに解雇通知を行った

ことに抗議するとともに、概要以下アからエまでの事項について文書で提

出するよう求めた。 

アＢ３施設を「休止」すると判断してから「閉鎖」するとの判断に至った

理由 

イ Ａ４に対する解雇が整理解雇ではなく、懲戒事由が存在する普通解雇

であると主張を変更した理由と懲戒解雇という主張の裏付けとなる証

拠書類 

ウ Ａ２らの解雇撤回の要求に対する会社の回答 

エ 協定書案の回答 

⑹ ８月３日、会社は、組合に回答書を送付した。この回答書には、概要以

下のアからエまでの記載があった。 

ア 本件事業廃止について 

Ｂ３施設の閉鎖の判断に至った理由は、専ら経営判断である。Ｂ３施

設開設後、多額の経費が発生し、他方、収益は０という状況で、このま

ま推移すると他の事業部門に影響が出るため、判断した。 

イ Ａ４に対する整理解雇について 

Ａ４には懲戒事由が存すると判断している。先に提出した７月23日付

書面の事実摘示を参照してほしい。 
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ウ Ａ２らに対する解雇について 

経営判断に基づくものであり、撤回する考えはない。多額の経費のみ

が発生する事業部門を存続させ、他の事業部門の雇用にも影響を及ぼす

事態は回避しなければならない。 

エ 協定書案について 

会社に協定書案は示されていない。 

  ⑺ ８月４日、第３回団体交渉が開催された。 

組合及び会社の出席者は、第２回団体交渉と同様であったが、冒頭組合

は、Ｃ１管理者は既に退職しており第三者であるから、同人の出席を認め

ないと主張し、同人は退去した。 

 本件事業廃止について、組合は、前回の団体交渉ではまだ事業の廃止を

決めていなかったのに、いつの段階で事業の廃止を決めたのかと質問した。

会社は、７月20日か21日であると答えた。組合は、前回の団体交渉の５日

後に廃止を決定した理由を会社にただした。これに対し会社は、短期間で

多額の資金を投じ、このまま続けても資金を食い潰して本業に支障が生じ

ても困るので、経営判断として廃止を決めた旨を回答した。 

組合は、整理解雇を判断するために会社の決算数字を見せてほしいと求

め、会社は８月16日に提出することとなった。 

会社は、Ｂ３施設を立ち上げて４か月で800万円を超える経費を投入し

てそれに対応する収入が０であり、これから先、軌道に乗るまでに数か月

要するし、この事業部門が会社の事業全体にどのような影響を及ぼすかを

考え、また、４月の時点で人員を割っていたから、経営判断として廃止せ

ざるを得ないという結論に達したと述べた。 

組合は、廃止の判断を下す前になぜ人員を募集しなかったのか、管理者

を探さなかったのかなどと会社にただした。これに対し会社は、既に人員

基準を割っているのだから、１回閉めなきゃいけないと思った、管理者に

ついては、Ｃ１管理者に適任者がいないか頼んだが見付からなかった、Ａ

２は管理者になり得るというのは聞いていたが、Ｂ３施設に来てすぐに管

理者になるのは無理だと考えた旨を答えた。 

組合は、Ｃ１管理者に頼んでＡ２に頼まなかった理由を聞いた。これに
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対し、Ｂ１社長は、「知り合いでね、また再開するのっていうのはないと

思ったんです。もしやるんだったら外部の人間を入れて一からのスタート

です。」と答えた。これに対し組合が、今まで雇っていた人がいる、雇用

責任がある、新しい人で再開したいから全員解雇するのは不当解雇だと抗

議した。すると、Ｂ１社長は、「こんなゴタゴタとか知らない方がいいに

決まっているじゃないですか。」と述べた。組合は「こんなゴタゴタって

なんですか。」と質問すると、Ｂ１社長は、「このもめてること」と答え、

「自分がもし再開するんであれば」、「もう一度できなかったところを一

からやりたい。」と述べた。 

会社は、廃止の決断に至った最大の理由は「お金です。」と回答した。 

組合は、整理解雇の要件を疎明する資料を求め、会社は整理解雇の正当

性について８月16日までに書面を提出すると回答した。 

組合が、協定書案を送ったのに会社からの回答がないとただしたところ、

会社は協定書案が届いていないと述べたため、組合は再送すると述べた。 

⑻ ８月５日、会社は、組合に対し、「御通知」と題する文書を送付し、パ

ートタイム職員の勤務実態を確認するため、それぞれの兼業の勤務先に必

要な照会を行う旨を通知した。 

 これに対し組合は、８月８日、同日付けの「抗議並びに回答要求申入書」

（以下「８月８日付抗議書」という。）を会社に送付し、兼業の勤務先への

照会について、以下の理由によりこれを行わないよう要求するとともに、

照会内容、法的必要性、休業補償との関連性等について８月12日までに回

答するよう求めた。 

組合員らに対する休業補償の支払は、会社と組合との合意事項であり、

それぞれの兼業の勤務先とは無関係である。本人の合意なく、それぞれの

兼業先へ照会を行うことは、組合が休業補償を求めたことに対する嫌がら

せの不当労働行為にほかならない。 

⑼ ８月７日、組合は、協定書案を再送した。 

 ８月12日、会社は、組合に同日付けの回答書（以下「８月12日付回答書」

という。）を送付した。この文書で会社は、兼業の勤務先への照会につい

て、Ａ２らに対する休業補償の履践の前提として、勤務実績が適正な内容
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か否かを、また、各パートタイム職員の方が適式に兼業業務に就かれてい

るかを確認することは必須であり、正当な業務であると回答した。 

 ８月17日、会社は、Ａ２及びＡ３のそれぞれの兼業の勤務先に対し、本

件兼業照会を行った。 

⑽ ８月16日、会社は、組合に同日付けの「弁明書」（以下「８月16日付弁

明書」という。）及び第３期（２年５月１日から３年４月30日まで）の決

算報告書を送付した。８月16日付弁明書には概要以下アからエまでの記載

があった。 

ア Ａ４に対する整理解雇は、Ｂ３施設の業務活動の休止、それに引き続

く廃止に依拠するものである。 

イ Ｂ３施設は、Ａ４氏からの提言もあるが、介護・看護事業の拡充を図

り、会社の財務の改善を図ることを企図して立ち上げた。当初は、資金

として1000万円を投入し、事業収入が見込めるのは立ち上げから３か月

又は４か月後で、１年で収支均衡を図るというフレームであり、Ａ４に

1000万円を預託した。しかし、人員基準を充足しない状況となり、また、

管理者が不在となり、事業の継続が不可となる一方で、既に資金は残額

360万円ほどで、業務車両購入のための借金が315万円存することを踏ま

えると、経営判断として、Ｂ３施設を廃止せざるを得なかった。 

ウ 添付した決算報告書でも分かるように、会社の前年度の事業収支は

267万円の欠損となっており、4764万円余の多額の固定負債がある。 

エ Ａ４に対する整理解雇は、要件を満たしており、正当なものと考えて

いる。 

⑾ ８月17日、会社は、Ａ４に離職票を交付した。この離職票において、「離

職年月日」は「３年６月30日」とされ、「離職理由」には「事業者の倒産

等によるもの」にチェックがあり、「具体的事情記載欄（事業主用）」に

は「本人の業務内容、勤務態度から事業主が解雇が必要であると判断した

ため。」と記載されていた。 

⑿ ８月31日、Ｂ３施設の事業は廃止となった。 

６ 本件事業廃止以降の事情と本件申立て  

⑴ 会社は、８月末までの間に、組合が協定書案に記載したＡ２らに対する
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休業補償の金額とほぼ同額をＡ２らに支払った。 

⑵ 10月７日、会社は、同日付けの「催告書」（以下「10月７日付催告書」

という。）をＡ４に送付し、社会保険料の自己負担分の支払を求めた。 

 これに対し組合は、10月28日、会社に対し、同日付けの「抗議並びに団

体交渉申入書」（以下「10月28日付申入書」という。）を送付し、本件団

体交渉申入れを行った。この文書には、議題として、「社会保険料につい

て」、「不当労働行為について」、「解雇について」と記載され、社会保

険料については、要旨以下の記載があった。 

元年７月にＢ１社長から、「社会保険に加入しても、社会保険料相当分

は会社が負担する。」との条件提示があり、Ａ４はこの条件を受け入れて

常勤パートタイム職員としての雇用契約を口頭で締結した。この雇用契約

は、Ａ４が解雇されるまで遵守されてきた。その間一度として社会保険料

を控除されたことも天引きされたこともない。よって、会社がＡ４に交付

した10月７日付催告書は、労働条件の合意内容に違反しており、早急に撤

回することを求める。 

⑶ 11月５日、会社は、組合に11月５日付回答書を送付した。なお、この文

書には、要旨以下ア及びイの記載があった。 

ア 社会保険料について 

10月28日付申入書に記載されている経過は、事実と相違する。会社は、

Ａ４に対し、組合が記載するような条件提示をしたことはない。 

Ａ４は、休職前までは所要の社会保険料の負担をしてきており、これ

は、同人の給与明細書にも記載されている。 

イ 本件団体交渉申入れについて 

組合の提示する議題のうち、「社会保険料」の負担は交渉事項ではな

い。また、「不当労働行為」について、会社は何らの不当労働行為を成

していないし、何をもって「不当労働行為」とされるのか判然としない。

さらに、「解雇」に関しては、その必要性・相当性等について会社は８

月16日付弁明書にて組合に回答しており、まずは、組合から書面で主張

をしてほしい。 

よって、本件団体交渉申入れは、これを受けることができない。 
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⑷ ４年４月６日、組合は、当委員会に対し、本件不当労働行為救済申立て

を行った。 

７ 本件申立て後の事情  

⑴ 会社は、本件審査手続において、第４期（３年５月１日から４年４月30

日まで）の決算報告書を提出した。この決算報告書では、事業収支は約56

万円の欠損となっており、約4300万円の固定負債が計上されている。 

⑵ ８月、会社は、Ｂ２施設において勤務する介護職員及びヘルパーの求人

募集を行った。 

⑶ 12月14日、組合は、当委員会に対し、本件の請求する救済の内容を追加

（前記第１．２⑹）する旨の申立てを行った。 

⑷ 会社がＡ４に請求した社会保険料の自己負担分の支払については（前記

６⑵）、その後会社が訴訟を提起し、訴訟上の和解により決着した。 

８ 訪問看護ステーションの人員に関する基準等  

⑴ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（以下「条例」という。）には、以下の規定がある。 

「（従業者の配置の基準） 

第64条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」とい

う。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定訪問看護事業所」という。）

ごとに、次に掲げる指定訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定め

る看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」

という。）を規則で定める基準により置かなければならない。 

一 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ス

テーション」という。） 

イ 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」

という。） 

ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を

担当する医療機関」という。） 指定訪問看護の提供に当たる看護職員」 

「（管理者） 

第65条 指定訪問看護事業者は、各指定訪問看護ステーションにおいて指
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定訪問看護ステーションを管理する者（以下この条において「管理者」

という。）を置かなければならない。 

２ 管理者は、専ら当該指定訪問看護ステーションに係る職務に従事する

常勤のものでなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーショ

ンの管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護ステーションの他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができる。 

３ 管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得

ない理由がある場合は、この限りでない。 

４ 管理者は、指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者

でなければならない。」 

⑵ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例施行規則には、以下の定めがある。 

「（用語） 

第２条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の

勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者

の員数に換算する方法をいう。」 

「（従業者の配置の基準） 

第12条 条例第64条第１項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲

げる指定訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 

    一 指定訪問看護ステーション 

     イ 看護職員（条例第64条第１項第１号イに規定する看護職員をいう。

以下この条において同じ。）常勤換算方法で2.5以上 

     ロ （略） 

    二 （略）  

   ２ 前項第一号イの看護職員のうち１人は、常勤の者でなければならない。」 

⑶ 条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法の基準に関する条例施行要領には、「管理者」について、以下の規定があ
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る。 

「① 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら

当該指定訪問看護ステーションの管理業務に従事するものとする。ただ

し、以下の場合であって、当該訪問看護ステーションの管理業務に支障

がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

    イ 当該訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合 

ロ （略） 

ハ （略） 

② 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理者としてふさわしいと認

められる保健師又は看護師であって、保健師助産師看護師法（昭和23年

法律第203号）第14条第３項の規定により保健師又は看護師の業務の停

止を命ぜられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者に該当しない

ものである。 

③ 管理者の長期間の傷病又は出張等のやむ得ない理由がある場合には、

老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴

等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと

知事に認められた者であれば、管理者として保健師又は看護師以外の者

をあてることができるものとする。ただし、この場合においても、可能

な限り速やかに常勤の保健師又は看護師の管理が確保されるように努

めなければならないものである。 

④ 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看護、訪問

看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要がある。さ

らに管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等

を受講していることが望ましい。」 

⑷ Ｂ２施設の就業規則には、以下の規定がある。 

「(服務心得) 

第30条 社員は服務にあたって誠実に勤務をすることを要し、特に次の事

項を遵守しなければならない。 

⑴ 遵守事項 

（略） 
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⑦ 業務上の失敗、ミス、クレームは事実を速やかに上長に報告する

こと。 

（略） 

⑵ 誠実義務違反・反社会的・迷惑・不正行為等の禁止 

（略） 

② 職務の権限を越えて専断的なことをしてはならない。 

（略） 

⑩ 会社の体面を傷つけ、又は会社の名誉を汚したり、信用を失墜す

る行為をしてはならない。 

（略） 

⑶ 私的行為の禁止 

（略） 

⑤ 会社の施設、車輛、事務機器、販売商品を無断で使用し、又は私

事に使用するため持ち出してはならない。 

（略） 

⑻ 競業避止等 

① 会社の許可なく在職中に競業行為を行い、本人又は第三者の利益

を目的とした行為を行ってはならない。 

（略）」 

第３ 判 断 

１ 会社が、Ａ２をＢ３施設の管理者として任命せず、本件事業廃止をしたこ

とは、同人が組合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由とす

る不利益取扱い並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。  

⑴ 申立人組合の主張  

ア 令和３年５月28日に会社がＡ２らに送信したメールには、Ｂ３施設の

事業の「休止」と記載されていた。６月25日に開催した第１回団体交渉

においても、会社は、Ｂ３施設は「休止」と説明し、Ａ４以外は解雇で

はないと述べた。そして、第２回団体交渉で、「管理者が見付かり次第再

開する」ことを前提に休業補償に関する協定書案を組合が提案すること

となった。 
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その後組合は、協定書案を送付したが、会社は協定書案について回答

を行わず、本件事業廃止を一方的に通知するとともに、７月28日にはＡ

２らに解雇通知を送付した。 

このようにみると、本件事業廃止は、第２回団体交渉において休業補

償の合意が成立したこと並びにＡ２らの組合加入及び団体交渉出席を

理由とするものにほかならない。 

イ 会社は、経営状況を理由に事業廃止を決めたと主張するが、Ｂ３施設

の立ち上げを行った第３期の売上げは40,316,133円であった一方、Ｂ３

施設 の事業廃止を決断した第４期の売上げは50,456,327円で25％の

増加率である。売上げの増加に伴い、宮業利益、経常利益、純利益とも

に赤字幅は大幅に減少している。 

加えて、会社は、本件事業廃止の後、職員の新規募集を行っている。 

こうした事実をみれば、会社の経営が悪化していた事情はなく、本件

事業廃止は組合からの追及を受けたことが理由である。 

ウ 会社は、３年９月よりＡ２を管理者として任命することにより本件事

業廃止を免れることができた。Ａ２は、都条例に抵触するような、法的

欠格もなく、看護師以外にも多種の資格や病院での実務経験が豊富であ

り管理者としての資質を備えている。そしてＡ２は、９月から常勤とな

るため管理者としての勤務が可能であることを告げて入社した。この事

実をＢ１社長も知っていた。よって、Ｃ１管理者が退職をしても、少な

くとも９月からはＡ２は法的に管理者の要件を満たしており、同人を管

理者に任命すれば事業存続は可能であった。 

会社は、第３回団体交渉でＡ２を管理者に任命しない理由を組合から

質問され、「（Ａ４の）知り合いで再開するというのはないと思った。」、

「もしやるんだったら（組合員以外の）外部の人間を入れて一からのス

タートです。」、「こんなゴタゴタとか知らない方がいいに決まってるじ

ゃないですか！」と回答した。会社が述べた「こんなゴタゴタ」とは、

組合との団体交渉のことである。 
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すなわち、Ａ２を管理者として任命しなかったのは、組合との団体交

渉を忌避し、組合を排除した後に外部の人間を管理者に据えて事業の再

開を図ろうとする会社の不当労働行為意思に基づくものである。 

したがって、会社が、Ａ２をＢ３施設の管理者として任命せず、本件

事業廃止をしたことは、Ａ４及びＡ２ら４名が組合に加入したこと並び

に正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱いに当たるとと

もに、組合の運営に対する支配介入にも当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張  

ア 会社が、本件事業廃止を決定したのは、専ら経営判断によるものであ

る。本件事業廃止当時、Ｂ３施設の人員配置は法令の人員基準を満たさ

ない状況となっており、必置とされる管理者も不在となっていた。 

また、会社の決算報告書の貸借対照表からも明らかなように、会社の

経営状況は良好ではなかった。 

仮に、Ｂ３施設が事業を継続したとしても、それが軌道に乗り利益を

確保し得るのには一定の時間が必要であり、それまでは月々100万円程

度の経費支出を伴い、経営母体の財務にも影響を与えることになる。 

会社は、Ｂ３施設の立ち上げに頓挫したことで、本体のデイサービス

事業にも影響が出てしまうと危惧し、やむなく、本件事業廃止を経営判

断したものであり、その判断要素に反組合的意図は微塵も存しない。 

イ Ａ２を事業所の管理者として任命しなかったのは、管理者としての適

格性に疑義があるとＢ１社長が判断したことによる。 

Ａ２が看護師資格を有していることは確かではあるが、管理者は単に

資格保有者という要件のみを満たせばいいわけではない。 

管理者の選任は、有資格者であることを前提に、その職責に相応しい

者か否かが総合的に判断されるべき事柄であり、有資格のみを強調する

組合の主張は短絡的で、事の性質から失当というべきある。 

ウ 第３回団体交渉でＢ１社長が、「こんなゴタゴタとか知らない方がい

いに決まってるじゃないですか。」と発言した「こんなゴタゴタ」とは、

３年５月から始まったＢ３施設の会計処理や管理者辞任の問題を意味

しているのであり、それはＡ４やＡ２らの組合加入前に始まった紛議で
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あって、組合活動とは全く関係ないことである。 

⑶ 当委員会の判断  

組合は、本件事業廃止が不当労働行為に当たると主張するので、以下検

討する。 

ア 本件事業廃止に至る経緯をみると、Ｂ１社長は、３年５月10日頃、Ｃ

１管理者が常勤でないことや、法定の人員基準を満たしていないことを

知り、所管行政庁に確認し、コロナ禍であっても法定の要件を遵守する

よう指摘を受けた（第２．３⑵）。そして、５月末にはＣ１管理者が退職

し（第２．３⑻）、法令上必置とされる管理者が不在となり、この時点で

Ｂ３施設は、そのまま施設を運営すれば法令に抵触する状態にあったこ

とが認められる。 

イ その後、Ｂ１社長は、Ａ４及びＡ２らが組合に加入する以前の５月28

日から29日にかけて、上記アの事情を理由に挙げて、Ｂ３施設の事業を

休止することをＡ４及びＡ２らに伝えている（第２．３⑷⑸⑹⑺）。 

ウ そして、Ａ４及びＡ２らが組合加入した後に、Ｃ１管理者の後任が見

付かり、かつ、法定の人員基準を満たすようになるなど、Ｂ３施設の事

業再開が現実的に可能となったといえるような具体的な事情はうかが

われないのであるから、会社が、何らかの反組合的意図をもって本件事

業廃止を行ったとみることは困難である。 

エ この点につき、組合は、第２回団体交渉まで会社は「管理者が見付か

り次第再開する」ことを前提として休業補償に関する協議を行っていた

にもかかわらず、その後本件事業廃止を行うことを一方的に通知したの

は、第２回団体交渉において休業補償の合意が成立したこと並びにＡ２

らの組合加入及び団体交渉出席を理由とするものであり、不当労働行為

に当たると主張する。 

確かに、第３回団体交渉で、会社は本件事業廃止を決定した時期につ

いて７月20日か21日と回答しており（第２．５⑺）、休業補償のやり取り

がなされた第２回団体交渉（同４⑹ア）の後に本件事業廃止を決定して

いる（同５⑷⑿）。そして、５月29日以降それまでの間にＡ４及びＡ２ら

全員が組合に加入しており（第２．４⑴⑵⑹）、このような経緯を客観的
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にみると、会社は、組合員が拡大し、団体交渉で組合からＢ３施設の事

業休止や組合員らの解雇について追及を受けたことで、組合員らを嫌悪

し、Ｂ３施設の事業を再開する意思を失い、本件事業廃止を決定したと

みる余地がないとはいえない。 

オ しかしながら、第２回団体交渉で会社は、資金の問題もあるので休業

がいつまでというのは検討中であると回答しており（第２．４⑹ア）、

「管理者が見付かり次第再開する」ことが前提であったとはいえない。

また、Ｂ１社長は、デイサービスが本業で訪問看護事業については不慣

れであることがうかがわれ（第２．２⑶、同４⑶イ (ウ)）、Ｂ３施設で中心

的役割を担うはずのＣ１管理者はＡ４との確執により退職し（第２．３

⑶⑻、同４⑶イ (ウ)）、Ｂ１社長がＢ３施設の運営を一任していたＡ４には

解雇を通告した（同３⑷）ことで、Ｂ１社長がＢ３施設の事業を再開さ

せるには非常に厳しい状況下にあったといえる。 

さらに、当時の会社の決算報告書からすると債務超過で多額の固定負

債があり会社の経営状況は必ずしも良好ではなかったことがうかがわ

れ（第２．５⑽ウ）、事業再開の見通しが立たないまま休止の状況を継続

すれば本業であるデイサービスに影響を与えかねないとして、会社が本

件事業廃止を決断したことには、当時の状況から無理からぬ事情があっ

たというべきである。 

カ 組合は、Ａ２は９月から常勤となる予定で、かつ、管理者としての資

質を備えているので、同人を管理者に任命すれば、Ｂ３施設の事業存続

は可能であったにもかかわらず、Ａ２を管理者として任命しなかったの

は、組合を排除した後に外部の人間を管理者に据えて事業の再開を図ろ

うとする会社の不当労働行為意思に基づくものであると主張する。 

しかしながら、Ａ２らの組合加入前である５月28日から29日にかけて、

会社は、Ａ２を含めた複数の職員に対し、人員不足や管理者欠員を理由

に挙げてＢ３施設の休止を告げ、Ａ２については同月28日及び29日に個

別にＢ１社長と面談しているが、その際にＡ２に管理者への就任を打診

したような事情はない（第２．３⑸⑺）のであるから、組合員であるこ

とを公然化する前の時点において、会社が、Ａ２をＣ１管理者の後任の
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職責を担える人材として評価していたとみることは困難である。 

管理者の任命は、資格の有無や経験の長さだけでなく、その職責の重

要性を鑑み、職員の管理能力その他様々な要素を考慮して会社が判断す

るものであるから、会社がＡ２を管理者に任命しなかったとしても、そ

のことが直ちに不当労働行為意思に基づくものであるということはで

きない。 

キ 組合は、Ｂ１社長が第３回団体交渉で、「もしやるんだったら（組合員

以外の）外部の人間を入れて一からのスタートです。」などと述べたこと

を捉え、会社は組合との団体交渉を忌避し、組合を排除した後に外部の

人間を管理者に据えて事業の再開を図ろうとする会社の不当労働行為

意思に基づくものであると主張する。 

しかしながら、同団体交渉で、組合が指摘する発言の後に、Ｂ１社長

は、「こんなゴタゴタとか知らない方がいいに決まっているじゃないで

すか。」、「このもめてること」、「自分がもし再開するんであれば」、

「もう一度できなかったところを一からやりたい。」とも述べており（第

２．５⑺）、これらの発言は、今回のもめ事を一旦収束させるとともに、

事業計画を一から立て直してからでないと再開できないといった意思

の表明とみる余地もあるから、この発言のみをもって、会社が、組合嫌

悪の意思により本件事業廃止を決定したとみることはできない。 

ク さらに組合は、会社の営業利益、経常利益、純利益ともに赤字幅は大

幅に減少して、Ｂ３施設の事業を廃止した後、職員の新規募集を行って

おり、会社の経営が悪化していた事情はないと主張する。 

しかしながら、組合が指摘する事情は、Ｂ３施設の事業廃止を行って

から約半年から１年が経過した後のことであり（第２．７⑴⑵）、会社が

本件事業廃止を決断した当時の状況とは異なるし、本件事業廃止を行っ

たことの効果であるとみる余地もあるから、組合の主張は採用すること

ができない。 

ケ 以上のとおり、本件事業廃止は、当時の状況から無理からぬ事情があ

ったとみられ、会社が、３年８月31日付けでＢ３施設の事業を廃止した

ことは、Ａ２らが組合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを
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理由とする不利益取扱い又は組合の運営に対する支配介入に当たると

はいえない。 

２ 会社が、３年６月30日にＡ４を、８月31日にＡ２らをそれぞれ解雇したこ

とは、同人らが組合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由と

する不利益取扱い並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。  

⑴ 申立人組合の主張  

ア Ａ４の解雇 

 (ア) Ａ４の解雇は同人の組合加入等が理由であること 

５月28日に、Ｂ１社長がＡ４に手交した文書には、整理解雇とも、

懲戒解雇とも、諭旨解雇とも記載されておらず、Ｂ１社長がＡ４に通

知した内容は、「退職勧奨」にほかならない。 

ところが、６月５日付団交申入書が送付されたことをもって、会社

は、Ａ４の懲戒事由をねつ造し、６月25日の第１回団体交渉では、会

社が組合員と認識しているＡ４に対してのみ「懲戒解雇」を通告した。

「退職勧奨」が「懲戒解雇」に変更された理由は、組合がＡ４の組合

加入を通告し、団体交渉申入れを行ったことにほかならない。 

 (イ) 懲戒事由について 

会社が主張するＡ４の懲戒事由は、いずれもその事実が存在しない。 

ａ 本件虚偽報告について 

会社は、Ａ４が東京都に問い合わせていないのに虚偽の報告をし

たというが、Ａ４は「東京都から聞いたとは言っていない。」と述べ

ている。Ａ４が「虚偽報告」をした証拠が存在しないことを、会社

は団体交渉で認めている。 

 ｂ 本件資格詐称について 

Ａ４のＢ３施設の名刺の肩書きが、「看護師」と記載されていたこ

とを会社は懲戒事由として挙げているが、会社はＡ４の入社時に資

格証で「准看護師」であることを確認していた。会社は、資格を確

認の上、Ｂ２施設でＡ４の名刺を「看護師」で作成していた。 

そもそも、Ｂ３施設の開設に当たり、看護師などの資格を資格証

で確認することは会社の義務であり、本件資格詐称の責任は会社に
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ある。 

ｃ 本件私的使用について 

１月29日にＢ１社長が、「自由に使っていいよ。」と述べたことを

受けて、Ａ４は２回から３回程度社用車を通勤に使用したにすぎな

い。また、何が不正な私的利用に該当するのかを確認するために、

組合が第１回団体交渉で会社に根拠資料を求めたが、その後、その

資料は会社から送付されていない。 

ｄ 本件不正支出について 

第１回団体交渉の後、会社から領収書が貼り付けられた紙が送付

されてきたが、この紙からは不正の事実も理由も不明であった。第

２回団体交渉で、会社は再度整理して示すと述べ、７月23日にも領

収書が送付されてきたが、タクシーを利用した領収書はＢ３施設の

営業で医師との面談のために使用したものであり、本件不正支出の

事実はない。 

 (ウ) 解雇理由の変遷について 

５月28日、Ｂ１社長がＡ４に手交した文書には、整理解雇とも、懲

戒解雇とも、諭旨解雇とも記載されていなかったが、６月25日の第１

回団体交渉では、会社はＡ４に対して「懲戒解雇」を通告し、その後、

７月23日付書面には「整理解雇」と記載されており、Ａ４の解雇理由

は１か月ごとに変遷した。 

 このような会社の主張の変遷自体が、Ａ４に対する解雇理由が不当

労働行為であること以外に存在しない事実を明らかにしている。 

イ Ａ２らの解雇 

Ｂ１社長が、Ａ２らに５月28日から29日にかけてＢ３施設の休止を告

げた時点では、再開するまでの休業であり、「退職させる」考えはＢ１社

長にはなかった。しかし、第２回団体交渉までにＡ２らの組合加入を認

識し、組合が休業補償を請求すると、会社は、組合潰しの不当労働行為

意思を固め、同団体交渉のわずか１週間後にＢ３施設の廃止を決定し、

同時にＡ２らの解雇を強行した。 

Ａ２は、管理者として就任する準備をしており、同人を管理者に任命
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すれば、Ｂ３施設は閉鎖することなく、解雇も不要であった。 

ウ 組合員の解雇 

以上のとおり、会社による組合員全員の解雇は、組合に加入し、団体

交渉等の組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い及び組合の運

営に対する支配介入にほかならない。 

⑵ 被申立人会社の主張  

ア Ａ４の解雇 

 (ア) Ａ４の解雇が同人の組合加入等とは無関係であること 

Ａ４に対する退職勧奨は、Ｂ３施設の休止に伴う整理解雇であって、

Ａ４に告知したのはＡ４が組合に加入する以前の３年５月下旬であ

り、会社が同人の組合加入通知を受けるよりも前のことであるから、

時系列からしても、Ａ４に対する解雇が同人の組合加入や組合活動を

したことを理由とするものでないことは明らかである。 

会社は、Ａ４に全幅の信頼を置き、Ｂ３施設の立ち上げを一任した

が、同施設の業務開始時から、東京都の定める常勤かつ有資格者の管

理者を置かず、人員配置基準も満たさないという状況で、Ｂ３施設の

運営に必須の要件を欠いて、訪問看護事業を営めないという結果に至

らせていることは紛れもない事実である。 

よって、Ｂ３施設の事業の廃止により、同施設の立ち上げの実質的

な責任者である同人を整理解雇としたことは、もっぱら経営判断によ

るものであって、組合が主張するような理由によるものではないこと

は明白である。 

 (イ) 懲戒事由について 

会社は、Ａ４には以下のように懲戒解雇に該当し得る事由があるこ

と言明している。 

ａ 本件虚偽報告について 

Ａ４は、会社に対し、「東京都に確認したら、コロナ禍なので管理

者を置かなくてもよいとのことだった。」という報告をしている。後

になって、知り合いの事業者に確認したという内容に報告内容が修

正されている。会社が、Ａ４が問い合わせた知人に確認したところ、
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Ａ４から問合せがあった事実を認め、「監督官庁である東京都に確

認するよう」、言葉を添えたとのことであった。このことからすれば、

Ａ４が東京都に対し確認したという報告内容は、「虚偽」といわざる

を得ない。事は、事業執行に関わる重要事項であり、このＡ４の報

告そのものが大きな問題であることは疑いない。 

ｂ 本件資格詐称について 

Ａ４自身が、「看護師」という肩書を付した名刺を作成し配布した

のであり、会社は名刺の作成や配布に関わっていない。 

会社は、Ａ４の入社時に、同人が「准看護師」であることは確認

している。しかし、確認の事実と資格詐称の名刺作成及び配布とは

何らの関連もない。 

組合は、しきりに、資格詐称の名刺配布による「信用失墜」は生

じていないことを主張するが、信用失墜のおそれのある行為である

ことは否定できない。 

ｃ 本件私的使用について 

Ｂ１社長が、Ａ４に対し、社用車を「自由に使っていいよ。」など

と言うはずがない。また、本件私的使用のデータの提出を組合が会

社に求めた経緯はあるが、そもそも、社用車を自己の意のままに使

用していたのはＡ４であり、その使用データでもって正規使用を弁

明するのは、Ａ４の方である。 

ｄ 本件不正支出について 

領収書の中には、居酒屋での飲食に関わるものが認められ、経費

としての不正支出の疑念は払拭されていない。 

また、休日の銀座でのタクシー利用の領収証に関して、組合は、

「Ｂ３施設の営業のための医師との面談」と使用目的を説明してい

るが、合理的・適切な理由説明とはいい難い。多摩地区にあるＢ３

施設の営業のために、何故わざわざ銀座まで、しかも日曜日に出向

いて行かなければならないのか、全く理解できない説明である。 

 (ウ) 解雇理由が変遷していなことについて 

組合は、会社が主張する解雇理由の変遷自体が、Ａ４の解雇の不当
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労働行為該当性を明らかにしている旨を主張するが、Ａ４に対する解

雇理由は全く変遷していない。Ａ４に関しては、懲戒解雇に該当し得

る事由があると会社は言明しており、懲戒解雇とせず、本件事業廃止

に伴う整理解雇としている。Ａ４が組合に加入し、団体交渉を申し入

れたこととは全く関係はない。 

イ Ａ２らの解雇 

前記１⑵のとおり、会社が、本件事業廃止を決断したことは純粋に経

営判断によるものであり、Ａ２らを解雇としたのは本件事業廃止による

整理解雇であり、組合が主張しているような理由によるものでは全くな

い。 

⑶ 当委員会の判断  

ア Ａ４の解雇 

 (ア) 会社が、Ａ４の組合加入を認識した６月５日（第２．４⑴）以前の

５月28日に、Ｂ１社長とＡ４とは面談を行い、Ｂ１社長は、Ａ４を解

雇する旨を伝えた上で、Ｂ３施設を５月31日をもって休止すること、

Ａ４は６月30日まで出勤不要で７月より退職してもらうことを記載

した通知書を手交した（同３⑷）。このことから、会社は、Ａ４が組合

に加入する以前から、既に同人にＢ３施設を退職してもらうとの決断

をしていたといえる。 

 (イ) この点について組合は、５月28日の面談では「退職勧奨」であった

のに、会社がＡ４を組合員と認識してから「懲戒解雇」に変更し、そ

の理由をねつ造したと主張する。 

確かに、６月25日付回答書には「退職勧奨をしている。」との記載が

あり、第１回団体交渉において、Ｂ３施設で会社が唯一組合員と認識

しているＡ４に対し、５月28日の面談の際には触れていなかったＡ４

の懲戒事由を主張し始めたこと（第２．４⑶ア、同イ (ア)）からすると、

組合が、組合嫌悪の発露であるとの疑念を抱くことも理解できなくは

ない。 

もっとも、５月28日の面談では、Ａ４はＢ１社長に解雇であること

を確認し、その場で手交した文書には、Ｂ３施設の休止によりＡ４は
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「７月より退職してもらう。」と記載されており、６月25日付回答書に

も「解雇は撤回しない。」とも記載されている（第２．３⑷、４⑶）の

であるから、この日の会社の通告は、退職勧奨ではなく、Ｂ３施設の

事業休止に伴う解雇通告であったとみるのが相当である。 

 (ウ) これを踏まえ、改めてＡ４の解雇を巡る経緯を検討する。 

Ｂ１社長は、２年10月、新たに訪問看護事業を始めることとして、

Ａ４にＢ３施設の開設の準備業務を指示した（第２．２⑵）。その後Ｂ

１社長が、Ａ４に多額の開設資金を預け、この業務を一任したことか

らすると（第２．２⑶）、Ｂ１社長はＡ４に対し全幅の信頼を置いてい

たことがうかがえる。ところが４月末頃、Ｂ１社長は、Ａ４からＢ３

施設 の人員配置が法令で定める基準を満たしていないかもしれな

いとの報告を受け、Ａ４に、コロナ禍であっても一時的にこの基準を

満たさなくても事業を継続してよいかを確認するよう指示し、Ａ４は、

知人の同業者に確認し、問題はないとＢ１社長に回答した（第２．３

⑴）。 

５月10日頃、Ｂ１社長は、自ら調べてＣ１管理者が常勤でないこと

や、Ｂ３施設が法定の人員基準を満たしていないことに気付き、東京

都に直接確認し、コロナ禍にかかわらず法定の要件を厳に遵守してほ

しい旨の回答を得た（第２．３⑵）。この点、Ｂ１社長は、Ｃ１管理

者が常勤でないという重要な事実をＡ４から聞いておらず（第２．２

⑷）、さらに、この本件虚偽報告については、Ｂ１社長がＡ４に「東

京都」に確認するよう指示したか否かについては当事者間に争いがあ

る（同３⑴）ものの、仮にＢ１社長が、確認先として「東京都」と明

示せずにＡ４に指示していたとしても、人員基準等の法定の要件を満

たしているか否かは、Ｂ３施設の事業の存続に関わる重要な確認事項

であり、運営を任されていたＡ４がそれを知人に聞いただけで、「問

題はない。」とＢ１社長に回答したこと自体、同社長のＡ４に対する

信頼を大きく損なったことは想像に難くない。 

加えて、その後Ｂ１社長は、Ｃ１管理者から、具体的な事例を基に

Ａ４の仕事ぶりや業務の進め方はＢ３施設を私物化しているとの話
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を聞いている（第２．３⑶）。 

 (エ) このように、Ｂ１社長がＡ４に一任していたＢ３施設は、運営を開

始して間もないうちに人員基準割れ及び管理者の欠員という法定の

要件を満たさない状況となり、法令遵守の下で運営することが不可能

な状況に陥ったばかりでなく、Ｂ１社長は、そうした重要な事実をＡ

４からの報告ではなく自らが調べて認識した。そして、Ｂ１社長は、

全幅の信頼を置いていたＡ４の仕事ぶりに問題があることを自ら認

識するとともに、Ｃ１管理者からも伝え聞いたことにより、Ａ４が組

合に加入する以前に同人を退職させる意思を固めていたといえる。 

そうすると、５月28日の面談では、Ｂ１社長は、Ａ４の勤務態度を

問題視しつつも、Ａ４に対する感謝の念もある（第２．３⑷ウ）ため

か、Ｂ３施設の事業の休止のみを理由にしてＡ４に穏当に退職しても

らおうとしたとみられるが、同人がこれを争ってきたため（同４⑴）、

Ｂ１社長が認識している事実を６月 25日付回答書に記載してＡ４に

退職を求めた（同４⑶ア）ものとみられるから、会社が、Ａ４の組合

加入を知って懲戒解雇に変更したとする組合の主張は採用すること

ができない。 

 (オ) 組合は、５月28日の面談では、「退職勧奨」であったのに、第１回団

体交渉では、「懲戒解雇」を通告し、その後の７月23日付書面には「整

理解雇」と記載されており、Ａ４の解雇理由は１か月ごとに変遷して

いて、会社のこのような主張の変遷自体が、Ａ４に対する解雇理由が

不当労働行為であることを明らかにしていると主張する。 

しかしながら、前記 (イ)のとおり、５月28日の面談での通告は、Ｂ３

施設 の事業休止に伴う整理解雇とみるのが相当であり、７月23日付

書面（第２．５⑵）では、それが本件事業廃止に伴う整理解雇に変化

しただけであり、会社の見解は一貫しているといえる。第１回団体交

渉で、会社は「懲戒解雇」を示唆しているが（第２．４⑶ア）、この背

景には、上記 (エ)のとおりの事情があったものといえるのであり、会社

としては、Ａ４の勤務態度を問題視しつつも、Ｂ１社長にはＡ４に対

する感謝の念もあり、Ａ４に退職してもらうとしても、Ｂ３施設の事
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業休止又は事業廃止に伴う会社都合による整理解雇として穏当な方

法で退職を促すという姿勢で臨んでいたとみられるから、会社の主張

が不自然なまでに理由なく変遷したということはできず、組合の主張

は採用できない。 

以上により、会社が、６月30日にＡ４を解雇したことは、同人が組

合に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由とする不利

益取扱い並びに組合の運営に対する支配介入に当たらない。 

 (カ) なお、組合は、会社が主張するＡ４の懲戒事由は、いずれもその事

実が存在しないから、Ａ４の解雇が不当労働行為に当たる旨を主張す

る。 

しかしながら、Ａ４の解雇を会社が決定した時に同人の組合加入又

は同人の組合活動がその判断の要素に含まれていたかが不当労働行

為の成立を判断する上で重要であるところ、これについては会社は前

記 (ウ)から (オ)までのとおり、Ａ４の組合加入前に同人を退職させる意思

を固めていたというほかなく、Ａ４の組合加入を知って整理解雇を懲

戒解雇に不自然に変更したともいえないから、Ａ４に懲戒解雇に相当

する事由が存在するか否かは、上記判断を左右しない。 

イ Ａ２らの解雇 

会社は、Ｂ３施設の事業休止を決めた段階で、Ａ２らに対し、５月末

までの給与を支払う旨を告げるとともに、６月以降の勤務については白

紙とするよう求めていた（第２．３⑸⑹）のであるから、Ａ２らの組合

加入前の時点で、既に、Ｂ３施設の事業が継続されない場合には、Ａ２

らの雇用を継続しないと考えていたことがうかがえる。 

そして、Ａ２らの解雇は、本件事業廃止を理由とするものであるとこ

ろ、会社が本件事業廃止を行ったことについては、会社として相応の事

情があり、不当労働行為に当たるとはいえないことは前記１⑶で判断し

たとおりである。 

 したがって、Ａ２らの解雇は、組合員又は組合活動を理由とした不利

益取扱いには当たらず、組合の組織運営に対する支配介入に当たるとも

いえない。 
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３ 会社が、８月17日に本件兼業照会を行ったことは、Ａ２及びＡ３が組合に

加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い並

びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。  

⑴ 申立人組合の主張  

ア Ａ２やＡ３が兼業をしていることは、雇入れ時から会社が了承してい

たことであった。そもそも組合員らがＢ３施設に兼業で働いていること

は、いわゆる個人情報であり、法所定の場合を除き、あらかじめ本人の

同意を得ずに、個人データを第三者に提供することは禁止されている。

とりわけ本件兼業照会は、解雇通知後、会社都合の休業中に実行してお

り、会社の企業秩序維持の必然性は全く存在しないのであり、不当労働

行為意思に基づく悪質極まりない行為である。 

イ 会社から、組合員らの兼業先に必要な照会を行う旨の通知が送付され

た際、組合は、この照会を行うことは組合活動に対する嫌がらせである

ことから、照会を断る旨を通知するとともに、照会内容や照会の法的必

要性、休業補償との法的関連性について回答を求めた。しかし、会社は

これを無視し、Ａ２及びＡ３の兼業先に本件兼業照会を行った。 

ウ ８月18日にＡ３は、兼業先の夜勤勤務に従事していたが、総務部長や

看護部長に呼ばれ、「今後の処分は本部と話し合って決める。」などと告

げられた。その後、処分は発令されていないが、Ａ３はいつ処分をされ

るのかとおびえ、不安な日々を送っている。 

９月８日にＡ２は、兼業先の理事及び院長同席の面談を受け、異動を

言い渡された。Ａ２は病棟勤務であったが、日勤職場に異動させられ、

結果、夜勤手当が月当たり64,000円の減額となった。 

エ 第３回団体交渉終了後に、会社がこのような嫌がらせ行為を実施した

理由は、組合と合意した休業補償を実施することになったことへの組合

員らに対する報復行為であり、組合員らに組合活動を断念させることを

目的としたものである。 

会社は、Ａ２及びＡ３への嫌がらせ効果を狙うとともに、兼務先職場

を困惑させ、組合員らに対し物理的精神的不利益を与えることを目的と

して本件兼業照会を実施したのである。よって、本件兼業照会は、組合
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員らが組合に加入したこと及び組合活動をしたことを理由とする不利

益取扱いに当たる。 

また、組合にこれ以上の会社に対する責任追及と組合及び組合員の法

的権利行使を牽制するための行為といわざるを得ない。よって、本件兼

業照会は、組合の解雇撤回及び職場復帰を求める権利要求を妨害するこ

とを目的とした支配介入にも当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張  

ア Ａ２及びＡ３が、会社以外の事業所で兼業として勤務することに関し

て、適正な手続を経ているか否かを確認することはコンプライアンスの

一環であって、会社として適切な対応であり、何ら違法なものではない。 

イ Ａ２が、兼業先で不利益を被ったというのであれば、それは本件兼業

照会に基づくものではなく、兼業先の就業規則にＡ２が違背していたか

らと推断するのが相当といえる。 

また、Ａ３が、兼業先の看護部長から何かを言われたとしても、当該

職場で兼業が認められていれば問題ないことであって、兼業が禁じられ

ているか、一定の手続が必要なことを看護部長の発言は示唆している。

両名に不利益な取扱いが仮に生じたとしても、それは本件兼業照会によ

るものではなく、それぞれの兼業先での就業規則に対する両名の違背に

基づくものと推断するのが相当であり、会社に責を負わせるのは全くの

筋違いである。 

⑶ 当委員会の判断  

 会社は、３年８月17日に本件兼業照会を行ったこと（第２．５⑼）につ

いて、Ａ２及びＡ３が会社以外の事業所で兼業として勤務することに関し

適正な手続を経ているか否かを確認するために行った旨を主張するが、同

月31日に解雇することを通知している両名に対して、本件兼業照会を行う

必要性や合理性の存在を認めるに足りる事情は、およそ認められない。 

 しかも、会社は、事前に組合に本件兼業照会を通知しているところ（第

２．５⑻）、これに対し組合が８月８日付抗議書で反対しているにもかかわ

らず、いわば組合の意向を無視して本件兼業照会を強行したものであり、

組合の反対を押し切ってまで行う必要性を認めるに足りる主張も会社か
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らなされていない。 

組合は、８月８日付抗議書で、本件兼業照会の照会内容、法的必要性、

休業補償との関連性等について質問したが（第２．５⑻）、会社の８月12日

付回答書には、Ａ２らに対する休業補償の履践の前提として本件兼業照会

を行うことは必須である旨の記載があるのみであり（同⑼）、組合の質問に

対し具体的な回答を行ったものとは評価することができない。また、休業

補償については、第２回団体交渉で算定方法を組合が提案し、会社はこれ

に異を唱えず（第２．４⑹ア）、組合が会社に送付した協定書案には具体的

な金額が記載されていたこと（同５⑴）、会社が協定書案に記載された金額

とほぼ同額をＡ２らに支払っていること（同６⑴）が認められるところ、

この休業補償の履践に当たって、本件兼業照会が真に必須であったとは認

めるに足りる事情を、うかがうことはできない。仮に、会社が、組合と協

議していた休業補償の金額に異論があるのであれば、組合から提示のあっ

た協定書案に対して会社の見解を示して協議すべきであったといえる。 

 そうすると、会社は、Ａ２らへの休業補償の支給に当たって、組合と協

議することなく、むしろ組合が反対しているにもかかわらず、必要性及び

合理性の乏しい本件兼業照会を一方的に行ったことになるから、会社が、

本件兼業照会を行ったことは、組合の運営に対する支配介入に当たるとい

わざるを得ない。 

 一方で、本件兼業照会によってＡ２及びＡ３に対し不利益が生じたこと

や、本件兼業照会が休業補償を実施することになったことに対する組合員

らへの報復であることについて、これを認めるに足りる具体的な疎明がな

されていないことから、本件兼業照会は、組合員であること又は組合活動

を理由とした不利益取扱いに当たるとまではいえない。 

４ 本件団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉及び組合の運営に

対する支配介入に当たるか。  

⑴ 申立人組合の主張  

会社は、本件団体交渉において、不誠実な対応を繰り返した。団体交渉

が不誠実であった事実を挙げると以下のとおりである。 

ア 第１回団体交渉 
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会社は、Ａ４に「懲戒事由」が存在するとして、「懲戒解雇」と告げた

が、その根拠となる証拠や資料を何も示さなかった。本件不正支出及び

本件私的使用に係る根拠資料については、会社は、３年６月28日までに

提出することを約束したが、４年４月に至るまで履行していない。 

また、会社は、Ａ２らについては解雇ではないと述べていたにもかか

わらず、３年７月23日に一方的に上記回答を反故にし、Ａ２らに解雇通

知書を送付した。 

イ 第２回団体交渉 

組合は、Ａ２らの会社都合による休業の条件を会社に確認し、会社の

回答が組合も合意できる内容であったため、協定書を締結することとな

った。そこで、組合は、協定書案を作成し、会社に送付したが、その後

会社から何ら回答が行われていない。 

また、会社は、Ａ４は懲戒解雇に当たるとして就業規則にのっとった

手続をする旨を述べた。しかしながら、そもそもＢ３施設には就業規則

が存在せず、元年５月28日にＡ４は「６月30日付会社都合退職」を通告

されていたのだが、会社は、今後懲戒委員会を開催すると述べた。 

組合は、会社がＡ４の懲戒解雇を主張しているので、第１回団体交渉

で会社が提出を約束した具体的懲戒の事実の証拠提出を再度求めたが、

会社は、この約束を反故にし、資料提出を先延ばしにした。 

会社は、第２回団体交渉では、Ｂ３施設は休止であり、閉鎖でないと

述べ、休業補償についても組合と合意したにもかかわらず、そのわずか

５日後の７月20日に廃業を一方的に決定した。 

ウ 第３回団体交渉 

会社は、第１回及び第２回団体交渉における主張と異なり、組合員ら

の解雇理由を新たに「整理解雇」とする主張を始めたが、会社は、整理

解雇を裏付ける経営資料を用意しておらず、経営状況等の説明もなく、

またもや具体的説明及び資料提出を先送りした。 

エ 本件団体交渉における会社の対応 

以上のように、会社は、団体交渉で検討するために必要な資料や会社

の主張の根拠となる資料の開示を約束しながら、実際には何一つ開示せ
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ず、具体的な説明も行わなかった。こうした会社の対応は、不誠実な団

体交渉に当たるとともに、労働組合活動を停滞させるものであるから、

組合の運営に対する支配介入にも当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張  

本件団体交渉において、組合は、会社に対し時系列を無視してあらゆる

問題を、組合加入あるいは正当な組合活動に対する報復であるとして、自

己の要求項目であるＢ３施設の事業再開を強く迫っている。 

これに対し、会社は、東京都が定める事業所運営の基準を充足していな

いこと、更には会社の財務内容からして事業再開は困難であり事業所を廃

止せざるを得ない旨を必要な疎明資料も添えて、本件事業廃止に至る事由

について丁寧な説明を繰り返している。 

組合が要求すること自体は、組合としての正当な行為であると認め得る

ことと同様に、組合の要求には応じられないとする会社の経営判断に基づ

く対応もまた尊重されなければならない。 

会社は、個々の組合員の組合加入を問題視したり、組合活動を妨害した

ことなど全くない。会社としては、組合に自己の立場や考えを繰り返し誠

実に述べてきたのであり、不誠実な対応は一切していない。 

Ａ４の解雇についても、本件不正支出や本件資格詐称について根拠資料

を示し、会社の経営状況については決算報告書を提出して説明を行った。 

したがって、本件団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉及

び組合の運営に対する支配介入には当たらない。 

⑶ 当委員会の判断  

本件団体交渉において、組合と会社とは、Ｂ３施設の事業休止又は廃止、

Ａ４の解雇を議題として協議しているところ、組合はこの団体交渉におけ

る会社の対応が不誠実な団体交渉に当たると主張するので、この点につい

て、以下検討する。 

ア Ａ４の解雇を議題とする協議について 

本件団体交渉において、会社は、Ａ４の解雇理由について、Ｂ３施設

の事業休止又は廃止のほか、Ａ４に懲戒事由があると主張している。 

まず、本件虚偽報告について、労使双方にそれぞれの見解を裏付ける
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証拠がない中で、会社はＢ１社長の記憶に基づいて見解を述べている

（第２．４⑶イ (ア)ａ）。また、会社は、Ａ４が確認したとする知人に問い

合わせてその結果を第２回団体交渉で説明したり（第２．４⑹ウ）、７月

23日付書面で、会社の見解を整理して組合に回答したりして（同５⑵イ

(ア)）、会社は本件虚偽報告に係る自らの見解について相応の説明を行って

いるといえる。 

これに対し、組合は、Ａ４の記憶に基づいて会社の見解を否定するの

みであり、この件については、労使双方の主張が平行線で行き詰まりの

状況にあったといえる。 

また、会社は、本件資格詐称について、その行為が法律に違反する行

為であることを説明するとともに（第２．４⑶イ (ア)ｂ）、元となる名刺を

組合に提示している（同５⑵）。組合は、名刺の配布先を求めたが、会社

は資格がないのに「看護師」と記載のある名刺があることが本件資格詐

称の根拠であり、配布先を明示する必要はないと回答し（第２．４⑹エ）、

組合はそれ以上の追及をしていない。 

本件私的使用について、会社は、第１回団体交渉で、根拠資料の提出

を約束したものの（第２．４⑶イ (ア)ｃ）、それを提示してはいない。しか

しながら、この件については、Ａ４が社用車を私的に使用していたこと

を前提としてＢ１社長がそのことを事前に許可していたかが問題にな

っており（第２．４⑹オ）、会社の資料が提出されなかったとしても協議

の進展に支障を与えたとはいえないし、Ｂ１社長の事前の許可の存否に

ついては双方に証拠がなく、それ以上協議しても行き詰まりの状況であ

ったといえる。 

本件不正支出について、会社は、第１回団体交渉で３年４月分につき

本件不正支出と疑われる領収書を示して主張の根拠を説明し（第２．４

⑶イ (ア)ｄ）、そのほかに不正が疑われる領収書を組合に送付している（同

⑷）。５月分については組合に提出していないが、このことについて会社

は、第２回団体交渉で、飲食に関する領収書が急に５月にはなくなった

ことに不信感を示している（第２．４⑹カ）。そして、領収書のほとんど

が飲食代であり、組合が、第１回団体交渉で領収書の飲食は会議に伴う
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弁当代である旨を述べたことから、会社は第２回団体交渉で議事録の提

出を組合に求めたが、組合はこれには応じていない（第２．４⑹カ）。会

社はさらにタクシー代の不正支出と疑われる領収書とこれについての

見解を組合に送付したが（第２．５⑵イ (エ)）、これに対する組合の返答は

なかった。したがって、本件不正支出について労使間で協議は深化して

おらず、その存否は明らかになってはいないが、その原因が会社のみに

あるとはいえない。 

以上のとおり、会社は、Ａ４の解雇理由について、根拠となる資料を

示したり、証拠がなくとも自らの見解を可能な限り説明をしているとい

えるし、証拠の不存在が原因で交渉が行き詰まりの状態であったともい

えるから、この議題についての会社の団体交渉における対応が不誠実で

あったとはいえない。 

イＢ３施設の事業休止及び事業廃止を議題とする協議について 

会社は、第１回及び第２回団体交渉で、Ｂ３施設の事業休止について、

法定の人員基準を満たさなくなったこと、資金の問題もあることを説明

し（第２．４⑶イ (イ)、同⑹ア）、本件事業廃止を決定して以降は、７月23

日付書面で、管理者が５月末で不在となり、必要な人材を確保する見込

みが立たないことを説明し（同５⑵ア）、第３回団体交渉では、短期間で

多額の資金を投じ、このまま続けて本業に支障が生じても困るので廃止

を決めた、４月の時点で既に人員基準を割っているのだから、１回閉め

なきゃいけないと思った、管理者については、Ｃ１管理者に適任者がい

ないか頼んだが見付からなかった、Ａ２はＢ３施設に来てすぐに管理者

になるのは無理だと考えた旨を説明している（第２．５⑺）。そして、経

営状況の根拠として８月16日付弁明書とともに決算報告書を組合に提

示して、会社の経営状況を説明している（第２．５⑽）。 

なお、休業に関連して組合から提案のあった協定書案に対して会社が

回答した事実は見当たらないが、会社はこの協定書案の休業補償の案に

記載された金額に沿った形でＡ２らに支払を行っている（第２．５⑴⑼、

同６⑴）。 

こうした会社の対応をみれば、会社は、Ｂ３施設の事業休止及び事業
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廃止について、それを決断した経緯や理由について資料を示しながら相

応の説明を行っているといえる。 

ウ 以上のとおり、会社は、本件団体交渉において、Ａ４の解雇及びＢ３

施設 の事業休止ないし廃止について、相応の説明や事後の対応を行っ

ていると評価することができる。 

したがって、本件団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉

に当たるとはいえないし、組合の運営に対する支配介入に当たるともい

えない。 

５ 会社が、本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団

体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。  

⑴ 申立人組合の主張  

会社は、11月５日付回答書により、本件団体交渉申入れを拒否した。 

会社は、Ａ４の懲戒事由の根拠資料について、本件団体交渉で提出を約

束したが、本件不正支出及び本件私的使用の内訳とその理由となる資料の

全て及び「看護師」と記載されたＡ４の名刺の配布先一覧は、現在に至る

まで提出していない。また、Ｂ３施設の開設に当たっての事業計画と収支

報告書等も同様である。 

その他、会社が主張するＡ４の懲戒事由である本件虚偽報告の証拠とな

る事実、整理解雇要件に沿った正当性の主張、本件兼業照会の照会内容や

照会の法的必要性、休業補償との法的関連性等についても、団体交渉で回

答を約束したにもかかわらず、現在に至るまで回答が行われていない。 

会社は、決算報告書や、事実を捏造した８月16日付弁明書を送付しただ

けで、対面での説明には応じていない。 

社会保険料の支払については、話合いで解決すべき事案であるのに団体

交渉を拒否し、訴訟を提起したこと自体、組合及び組合員への嫌がらせで

あり、支配介入に該当することを裏付けるものである。 

以上のとおり、本件団体交渉申入れに会社が応じなかったことは、正当

な理由のない団体交渉拒否に当たるとともに、これにより組合は協議する

機会を奪われ労使間の問題を解決することが不可能となったのであるか

ら、組合の運営に対する支配介入にも当たる。 



  - 48 - 

⑵ 被申立人会社の主張  

会社は、本件団体交渉申入れに先立って、会社の第３期決算報告書を添

付した上で、８月16日付弁明書として、会社としての考え方を組合に提出

している。この弁明書に対し組合は一切応答せず、弁明書の提出から２か

月半も経過してから、本件団体交渉申入れを行っており、組合が、８月16

日付弁明書についてきちんと応答しなかったことが問題である。 

また、本件団体交渉申入れで求めているＡ４に関する社会保険料の支払

に関する件は、会社がＡ４に対し、再三にわたり立替保険料の支払を請求

したのに、同人がこれを拒絶したため、訴訟提起に至ったものであり、そ

の後、訴訟上の和解で決着している。 

以上のとおり、本件団体交渉で協議したことについては、会社としては、

これまで論拠を提示し労使が十分に論議したにもかかわらず、主張は対立

し合意に至らない状態で、交渉の行き詰まりにあったのであり、Ａ４の社

会保険料については解決済みであったことから、会社は、本件団体交渉申

入れに応諾しなかったのである。 

したがって、会社が、本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当

な理由のない団体交渉拒否又は組合の運営に対する支配介入には当たら

ない。 

⑶ 当委員会の判断  

ア 組合は、10月28日、社会保険料、不当労働行為及び解雇を議題として

本件団体交渉申入れを行った（第２．６⑵）。 

これに対し会社は、11月５日付回答書を組合に送付し、「社会保険料」

について、10月28日付申入書に記載されている経過は、事実と相違して

おり、社会保険料の催告の撤回には応じられない、「社会保険料」の負担

は交渉事項ではないとし、「不当労働行為」については、何をもって不当

労働行為とされるのか判然としない、「解雇」については、その必要性・

相当性等については８月16日付弁明書で回答しているので、これに組合

の主張をしてほしいなどとして、本件団体交渉申入れを拒否しているこ

とが認められる（第２．６⑶）。 

イ 確かに、「不当労働行為」については10月28日付申入書には説明が何も
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なく、何をもって不当労働行為とし、何について交渉したいのかが判然

としない。会社は、11月５日付回答書でその旨を組合に伝えているが（第

２．６⑶）、組合は、これに回答していない。 

また、「解雇」について、その必要性、相当性については、前記４⑶で

判断したとおり、会社は資料を提示するなどして相応の説明を行ってお

り、解雇理由の中には、証拠の不存在によりこれ以上論議しても平行線

で行き詰まりの状態にあったものが認められる。会社は、11月５日付回

答書で、まずは８月16日付弁明書に対する組合の見解を求めているが

（第２．６⑶）、これに対し、組合は応答していない。 

そうすると、これらの議題について会社が応じなかったとしても、直

ちに正当な理由のない団体交渉拒否に当たるということはできない。 

ウ 一方、社会保険料については、会社は、11月５日付回答書で会社の認

識を説明しているが（第２．６⑶ア）、労使間で事実関係の認識が異なる

のであれば、これまで団体交渉で協議をしていなかった新たな労働問題

であることも踏まえ、正に団体交渉で協議すべき事項であったといえ、

これについて、会社が団体交渉を拒否したことに正当な理由は認められ

ない。 

以上のとおり、本件団体交渉申入れのうち社会保険料の議題について

は、これを拒否する正当な理由は認められないから、会社が社会保険料

の議題に係る本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由の

ない団体交渉拒否に当たるが、会社は会社なりの見解を示しており、会

社が、本件団体交渉申入れを理由もなく無視したり、殊更に軽視したと

はいえないから、組合の運営に対する支配介入に当たるとまではいえな

い。 

６ 会社が、６月25日付回答書並びに第１回及び第２回団体交渉において、Ａ

４に対して解雇を争う場合は、懲戒処分の手続を進めるとしたことは、組合

に加入したこと及び正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い

並びに組合の運営に対する支配介入に当たるか。  

⑴ 申立人組合の主張 

Ａ４に対する懲戒処分は、同人が組合に加入した後の第１回団体交渉に
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おいて明言されたものであり、時系列的にも、組合加入をして団体交渉を

申し入れたことに対する報復であり、同人が組合員であること及び同人の

組合活動を理由とした不利益取扱いに当たる。 

そして、第１回団体交渉で会社が組合に交付した６月25日付回答書には、

「解雇を争うというのであれば懲戒処分とする」旨の脅しの記載が存在す

る。この事実は、組合がＡ４の解雇撤回を団体交渉議題としたことから、

解雇撤回を求める組合活動を阻害するために、懲戒解雇を持ち出したもの

にほかならない。 

ゆえに、会社のＡ４に対する懲戒解雇通知は、同人の解雇撤回を求める

組合活動を阻止するための、組合活動に対する支配介入にも当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張 

Ａ４に対する退職勧奨は、事業所休止に伴う整理解雇であって、当初、

Ａ４に対し告知したのは、同人が組合に加入する以前の３年５月下旬であ

り、そこではＡ４の組合加入あるいは組合活動などという事象は生じてい

ないし、Ｂ１社長の思考として純粋に会社経営上の判断に基づくものであ

った。 

その当時、Ａ４には、事業そのものの私物化、Ｂ１社長に対する本件虚

偽報告等の事実が認められ、懲戒事由にも当たり得るものがあると考え、

Ｂ１社長が団体交渉の席上で、退職勧奨に応じない場合には懲戒手続を進

める考えがあることを示唆したものであって、Ａ４の組合加入や組合活動

を行ったことは、一切考慮要素とはなっていない。 

したがって、会社の対応が不当労働行為に当たるとはいえない。 

⑶ 当委員会の判断 

ア 会社は、６月25日付回答書で、Ａ４に対して退職勧奨し、これに応じ

ない場合は、懲戒処分の手続を進める旨を通知している（第２．４⑶ア

(ウ)）。そして、第１回及び第２回団体交渉では、この回答書の趣旨に沿っ

て、Ａ４の懲戒事由について協議が行われている（第２．４⑶イ (ア)、同

⑹イからカまで）。 

このことについて組合は、会社がＡ４の懲戒解雇を示唆したことは組

合に加入して団体交渉を申し入れたことに対する報復であり、解雇撤回
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を求める組合活動を阻害するものである旨を主張するので、以下検討す

る。 

イ 前記２⑶アで判断したとおり、５月28日の面談では、Ｂ３施設の事業

の休止のみを理由にしてＡ４に穏当に退職するように通告したが、Ａ４

がこれに応じなかったため、Ｂ１社長が認識している事実を６月25日付

回答書に記載して同人に退職を促したものとみられるから、Ｂ１社長は、

同人の組合加入前に、既に同人の勤務態度に問題があると認識し、同人

を退職させる意思を固めていたとみられる。 

６月25日付回答書には、Ａ４に対し、「直ちに懲戒解雇とすれば労働者

の再就職先にも障害をもたらすと思料されたことから、その不利益を回

避すべく退職勧奨の方途を選択した。」と記載されているところ（第２．

４⑶ア (ア)）、この趣旨は、会社としてはＡ４に懲戒解雇事由があると認識

しつつも、穏当な方法で同人に退職を促そうとしたものとみられるから、

そうした発言や説明が、組合活動を阻害するためのものであるとか、同

人の解雇撤回を求める組合活動を阻止するために行ったものであると

までは評価できない。 

したがって、会社が、６月25日付回答書並びに第１回及び第２回団体

交渉において、Ａ４に対して退職勧奨し、これに応じない場合は、懲戒

処分の手続を進めるとしたことは、不当労働行為に当たるとはいえない。 

７ 救済の方法 

 前記３⑶及び５⑶ウで判断したとおり、会社が、本件兼業照会を行ったこ

と及び本件団体交渉申入れのうち社会保険料を議題とする団体交渉に応じ

なかったことは不当労働行為に当たるところ、会社における組合員は全員退

職していること（第２．３⑷アイ、同５⑶⑾）、本件団体交渉申入れの議題で

あった社会保険料の負担については既に訴訟上の和解により決着している

こと（同７⑷）など、諸般の事情を総合考慮し、本件の救済の方法としては、

主文第１項のとおり命ずることとする。 

第４ 法律上の根拠 

以上の次第であるから、会社が、本件兼業照会を行ったことは労働組合法第

７条第３号に、本件団体交渉申入れのうち社会保険料を議題とする団体交渉に
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応じなかったことは労働組合法第７条第２号にそれぞれ該当するが、その余の

事実は、同法同条に該当しない。 

よって、労働組合法第27条の12及び労働委員会規則第43条を適用して主文の

とおり命令する。 

 

令和７年３月18日 

 

東京都労働委員会 

会 長  團 藤 丈 士 

 


